
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が

尊
厳
を
持
ち
能
力
と
個
性
が
発

揮
で
き
、
安
心
し
て
生
き
る
こ
と
の
で

き
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
」
の
社
会
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
は
ジ
ェ
ン
ダ

ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
が
世
界
で
１
２
５
位

と
低
く
、
差
別
を
な
く
す
た
め
の
幕
別

で
の
取
組
を
問
う
。

⑴
男
女
共
同
参
画
の
取
組
と
条
例
制
定

は
。

⑵
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
実
施
時

期
と
内
容
は
。

⑶
女
性
の
貧
困
対
策
で
相
談
の
現
状
。

公
営
住
宅
に
60
歳
以
下
の
単
身
者
も
入

居
可
能
に
。

⑷
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の

支
援
に
関
す
る
法
律
」
が
来
年
に
施
行
。

幕
別
の
対
応
は
。

  

町　

長

町　

長  

⑴
第
６
期
幕
別
町
総
合
計
画
に
基
づ
き

取
り
組
ん
で
お
り
、
基
本
計
画
に
つ
い

て
は
、
令
和
６
年
度
中
の
策
定
に
向
け

準
備
を
進
め
て
い
る
。
既
に
実
施
し
て

い
る
施
策
を
含
め
、
基
本
目
標
に
基
づ

く
具
体
的
施
策
や
事
業
を
体
系
化
し
て

整
理
す
る
実
施
計
画
的
な
性
格
を
包
含

し
た
計
画
を
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

条
例
を
定
め
る
考
え
は
な
い
。

⑵
本
町
に
お
い
て
も
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
制
度
の
創
設
を
望
ん
で
い
る
方
が
潜

在
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
導
入
に
向
け
て
準
備

を
進
め
て
い
る
。

　

自
治
体
間
で
の
運
用
の
違
い
か
ら
利

用
者
に
不
便
が
生
じ
な
い
よ
う
、
先
行

し
て
運
用
す
る
札
幌
市
や
帯
広
市
な
ど

の
制
度
に
歩
調
を
合
わ
せ
、
令
和
６
年

度
中
で
の
運
用
開
始
を
予
定
し
て
い
る
。

⑶
令
和
４
年
度
の
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
か

ら
の
相
談
は
、
延
べ
15
件
で
10
人
、
単

身
女
性
か
ら
の
相
談
は
、
延
べ
50
件
で

26
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

公
営
住
宅
は
、
60
歳
以
上
、
障
が
い

者
、
生
活
保
護
受
給
者
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者

な
ど
は
、
同
居
親
族
要
件
を
具
備
せ
ず

に
単
身
入
居
で
き
る
。
多
様
化
し
た
住

民
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
適
正
な
住
宅
供

給
が
で
き
る
よ
う
、
入
居
資
格
の
要
件

緩
和
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

⑷
現
在
、
町
の
相
談
窓
口
と
し
て
「
よ

ろ
ず
相
談
窓
口
」
を
設
置
し
、
相
談
に

円
滑
に
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
年

度
か
ら
重
層
的
支
援
事
業
に
着
手
し
、

複
雑
化
・
複
合
化
し
て
い
る
事
例
に
つ

い
て
関
係
機
関
が
連
携
し
た
支
援
を
行

っ
て
お
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
に
対
し
て
も
、
北
海
道
立
女
性
相
談

援
助
セ
ン
タ
ー
や
民
間
団
体
な
ど
と
連

携
を
取
り
な
が
ら
、
町
と
し
て
必
要
な

支
援
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

最
小
の
経
費
で
最
大
の
効
果

を
目
的
と
す
る
行
政
改
革
は
、

特
に
非
正
規
職
員
を
増
大
し
、
正
職
員

の
業
務
負
担
を
増
や
し
て
い
る
。

⑴
幕
別
で
は
約
６
割
が
非
正
規
職
員
で

あ
り
、
正
職
員
こ
そ
増
や
す
べ
き
。

⑵
ま
ち
づ
く
り
の
提
案
を
行
う
各
種
諮

問
委
員
会
は
多
様
な
人
が
関
わ
れ
る
よ

う
に
す
べ
き
で
あ
り
、
構
成
の
実
態
は
。

⑶
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
意
見
数
は
。

⑷
住
民
を
ま
ち
づ
く
り
の
真
ん
中
に
位

置
づ
け
る
地
域
主
権
の
確
立
こ
そ
本
来

の
行
革
で
あ
る
が
。

  

町　

長

町　

長  

⑴
早
期
退
職
者
や
精
神
疾
患
な
ど
に
よ

る
休
職
者
等
に
対
応
す
べ
く
、
会
計
年

度
任
用
職
員
の
任
用
な
ど
に
よ
り
職
員

体
制
の
確
保
を
図
っ
て
き
た
。
退
職
者

の
動
向
等
を
考
慮
し
な
が
ら
、
計
画
的

な
職
員
採
用
を
実
施
し
、
適
正
な
職
員

数
の
確
保
に
努
め
て
い
く
。

⑵
幕
別
町
行
政
改
革
推
進
委
員
会
や
防

災
会
議
な
ど
計
38
の
附
属
機
関
の
委
員

総
数
は
５
２
４
人
、
男
女
の
比
率
は
、

男
性
３
６
９
人
（
70
・
４
％
）
、
女
性

１
５
５
人
（
29
・
６
％
）
で
あ
る
。

　

年
齢
の
比
率
は
、
39
歳
以
下
31
人

（
５
・
９
％
）
、
40
歳
以
上
59
歳
以
下

２
３
８
人
（
45
・
４
％
）
、
60
歳
以
上

２
５
５
人
（
48
・
７
％
）
で
、
重
複
し

て
い
る
委
員
は
、
総
数
５
２
４
人
中
、

延
べ
２
４
３
人
、
実
人
数
は
、
３
７
７

人
中
96
人
（
25
・
５
％
）
と
な
っ
て
い

る
。

⑶
令
和
３
年
度
は
７
件
の
実
施
に
対

し
、
意
見
等
の
提
出
が
あ
っ
た
の
は
４

件
、
４
年
度
は
５
件
の
実
施
に
対
し
５

件
、
本
年
度
は
、
現
在
ま
で
に
実
施
し

た
２
件
に
対
し
意
見
等
は
０
件
と
な
っ

て
い
る
。

⑷
地
域
住
民
と
行
政
が
一
体
と
な
り
、

地
域
住
民
自
ら
が
行
政
と
協
働
し
、
ま

ち
づ
く
り
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
こ
と

は
、
正
に
行
政
改
革
に
つ
な
が
る
と
認

識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も

積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
。

答問
住
民
意
識
の
醸
成
を
高
め
、
環
境
づ
く
り
に
努
め
た
い　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
ま
ち
づ
く
り
の
促
進
を

■ 一 般 質 問 ■ 

⓭

問

2023.11 月号

中橋　友子 議員
（副議長）

答問

今
後
も
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る

町
民
参
加
を
推
進
し
て
い
く

行
政
改
革
は
住
民
主
体
で

問


